
鈴鹿市教育委員会訓令第３号 
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小 中 学 校 

学校以外の教育機関 

鈴鹿市教育委員会意見聴取等のための会議に関する規程の一部を改正する訓令を次

のように定める。 

令和７年３月２１日 

 

鈴鹿市教育委員会  

 

鈴鹿市教育委員会意見聴取等のための会議に関する規程の一部を改正する訓令 

鈴鹿市教育委員会意見聴取等のための会議に関する規程（平成２７年鈴鹿市教育委

員会訓令第７号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前欄に掲げる規定を同表の改正後欄に掲げる規定に下線で示すように

改める。 

改 正 後 改 正 前 

別表（第２条関係） 別表（第２条関係） 

 会議等

の名称 

開催の目的 構成

員数 

所管課   会議等

の名称 

開催の目的 構成

員数 

所管課  

       金生水

沼沢植

物群落

保護増

殖事業

推進検

討会議 

金生水沼沢植

物群落の保護

増殖及び活用

の推進を図る

ための意見聴

取を行う。 

８人

以内 

文化ス

ポーツ

部文化

財課 

 

       鈴鹿市 

文化財

保存活

鈴鹿市文化財

保存活用地域

計画の作成及

12人

以内 

文化ス 

ポーツ

部文化

 

        



用地域

計画協

議会 

び計画の運用

等に係る意見

聴取を行う。 

財課 

       国史跡

伊勢国

府跡調

査指導

会議 

国史跡伊勢国

府跡の調査実

施のための意

見聴取を行

う。 

６人

以内 

文化ス

ポーツ

部文化

財課 

 

 略   略 略 略   略   略 略 略  

  

附 則 

この訓令は、令和７年４月１日から施行する。 


